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議      長  日程第６「認定第３号令和３年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」を議題とします。 

 担当課長の細部説明を求めます。 

町  民  課  長  松田町国民健康保険診療所事業特別会計について説明させていただきます。 

 250ページの実質収支に関する調書を御覧ください。１の歳入総額は6,048万

7,219円、２の歳出総額は4,795万7,842円、３の歳入歳出差引額は1,252万9,37

7円でございます。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書により説明させていただきます。252、253

ページを御覧ください。歳出でございます。款の１、診療収入、項の１、外来

収入は、国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療の各診療報酬、その他収入

の合計になりますが、予算現額6,018万1,000円、収入済額3,795万7,895円、前

年度より1,115万2,263円、22.7％の減となっております。利用者数は延べ4,11

3人で、昨年度と比較して年間2,899人、41.3％減少しております。これは、突

然辞職した医師の後任者確保に苦慮したため、令和３年８月３日から８月末日

までは火曜日のみの足柄上病院の医師による診療となり、９月から10月末まで

は週５日の診療に戻りましたが、11月から12月までは再び火曜日のみの診療と

なり、令和４年１月から週４日の診療となりましたため、診療日数が令和２年

度の年間229日に対して令和３年度は165日となり、64日減少したためでござい

ます。 

 款の３、繰入金、項の１、目の１、一般会計繰入金、収入済額170万6,000円

につきましては、次の254、255ページにまたがりますが、診療所会計において

会計年度任用職員１名分を支出しておりますが、その職員が寄出張所と兼務で

あるため、一般会計の寄出張所から職員人件費１名分の一部を繰り入れたもの

でございます。 

 款の４、諸収入、項の１、目の１、雑入は、保険診療外となる薬を入れる容

器代や、要介護認定の主治医意見書作成に伴う収入でございます。 

 目の２、弁償金は、新型コロナワクチン誤接種に係る弁償金として、抗体検

査の費用及び休業補償の費用の合計47万9,142円でございます。 
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 次の項の２、受託事業収入、目の１、特定健康診査等受託料は、収入済額５

万325円で、診療所において特定健康診査を受けた方の受託料で、国民健康保

険団体連合会から診療所に支払われるものでございます。 

 款の５、繰越金は、令和２年度決算の余剰金を繰り越したもので、収入済額

1,729万5,377円を繰越しいたしました。 

 款の６、県支出金は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金として、

１週間に100件以上のワクチン接種を一定期間以上実施した場合等に交付され

るものでございます。 

 最下段、歳入合計欄を御覧ください。収入済額6,048万7,219円でございます。 

 次の256、257ページを御覧ください。歳出でございます。款の１、総務費、

項の１、施設管理費、目の１、一般管理費、支出済額3,244万9,162円、不用額

1,392万6,215円の主なものは、報酬や職員手当でございます。右側の備考欄を

御覧ください。一般管理経費の主なものは、負担金補助及び交付金の医師派遣

負担金、これは足柄上病院の医師派遣に対する負担金、また施設の維持管理費

などでございます。令和３年度は紹介会社による医師確保を行ったため、医師

紹介業務委託料が発生し、予備費から490万3,377円充用をいたし、紹介会社へ

委託料を支払いましたが、雇った医師２名のうち１名が２か月で退職したこと

と、１名の勤務日数が１年以内に変更となったことに伴う返戻金が173万8,185

円あり、歳出還付となりましたため、予備費と委託料に差が生じております。

02、会計年度任用職員給与費は、レセプト事務員１名、窓口受付事務２名、医

師１名、看護師１名及び診療所兼出張所職員１名分の報酬等でございますが、

歳入で説明しましたとおり、診療日数が令和２年度の229日に対し、令和３年

度は165日となり、減少したため、医師等の報酬が減少し、不用額が生じてお

ります。 

 次の258、259ページを御覧ください。目の２、団体負担金、こちらは医師会

などの負担金でございます。 

 款の２、項の１、医業費。支出済額1,509万4,660円、不用額1,092万340円。

不用額の主なものは、医薬品代でございます。 
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 目の１、医療用機械器具費では、委託料として、感染廃棄物処理委託料を支

出しており、ワクチン接種の注射器等もこちらで廃棄しております。 

 目の２、医療用消耗品費では、ワクチン接種の際のアルコール消毒綿や使い

捨てグローブ等を購入しております。 

 目の３、医薬品衛生材料費の医薬品代でございますが、診療所の開所日が減

少したため、不用額が生じております。 

 目の４、病理検査費は、血液検査等の検査費用でございます。 

 次の260、261ページを御覧ください。款の４、項の１、目の１、予備費につ

きましては、一般管理費の医師紹介業務委託料で、490万3,377円を充用いたし

ました。 

 最下段、歳出合計欄を御覧ください。支出済額4,795万7,842円となりました。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議      長  担当課長の細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

(「なし」の声あり ） 

 質疑なしと認めます。討論に入ります。 

（「省略」の声あり ） 

 討論省略とのお声ですが、討論を省略し、採決を行って御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。討論を省略し、採決を行います。認定第３号令和３年

度松田町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり認定されました。 


